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こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
農
林
水
産
物
等
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
農
林
水
産
物
等
を
い

う
。

一

特
定
の
場
所
、
地
域
又
は
国
を
生
産
地
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

品
質
、
社
会
的
評
価
そ
の
他
の
確
立
し
た
特
性
（
以
下
単
に
「
特
性
」
と
い
う
。）が
前
号
の
生
産
地
に
主
と
し

て
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
理
的
表
示
」
と
は
、
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
（
当
該
名
称
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）の
表
示
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
産
」
と
は
、
農
林
水
産
物
等
が
出
荷
さ
れ
る
ま
で
に
行
わ
れ
る
一
連
の
行
為
の
う
ち
、

農
林
水
産
物
等
に
特
性
を
付
与
し
、
又
は
農
林
水
産
物
等
の
特
性
を
保
持
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
を
い
い
、「
生

産
地
」
と
は
、
生
産
が
行
わ
れ
る
場
所
、
地
域
又
は
国
を
い
い
、「
生
産
業
者
」
と
は
、
生
産
を
業
と
し
て
行
う
者
を

い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
産
者
団
体
」
と
は
、
生
産
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
（
以
下
単
に
「
構
成
員
」

と
い
う
。）と
す
る
団
体
（
法
人
で
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
法
令

又
は
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
構
成
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
加
入
を

拒
み
、
又
は
そ
の
加
入
に
つ
き
現
在
の
構
成
員
が
加
入
の
際
に
付
さ
れ
た
よ
り
も
困
難
な
条
件
を
付
し
て
は
な
ら
な

い
旨
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
生
産
行
程
管
理
業
務
」
と
は
、
生
産
者
団
体
が
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

一

農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
第
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
明
細
書
（
以
下

単
に
「
明
細
書
」
と
い
う
。）の
作
成
又
は
変
更
を
行
う
こ
と
。

二

明
細
書
を
作
成
し
た
農
林
水
産
物
等
に
つ
い
て
当
該
生
産
者
団
体
の
構
成
員
た
る
生
産
業
者
が
行
う
そ
の
生
産

が
当
該
明
細
書
に
適
合
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
な
指
導
、
検
査
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

第
二
章

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護

（
地
理
的
表
示
）

第
三
条

第
六
条
の
登
録
（
次
項
（
第
二
号
を
除
く
。）及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。）を
受
け

た
生
産
者
団
体
（
第
十
五
条
第
一
項
の
変
更
の
登
録
を
受
け
た
生
産
者
団
体
を
含
む
。
以
下
「
登
録
生
産
者
団
体
」

と
い
う
。）の
構
成
員
た
る
生
産
業
者
は
、
生
産
を
行
っ
た
農
林
水
産
物
等
が
第
六
条
の
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産

物
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
、
容
器
若
し
く
は
送
り
状
（
以
下
「
包
装
等
」
と

い
う
。）に
地
理
的
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
生
産
業
者
か
ら
当
該
農
林
水
産
物
等
を
直
接
又
は
間
接
に

譲
り
受
け
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
も
、
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
が
属
す
る
区
分
（
農
林
物
資
の

規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣

が
指
定
す
る
種
類
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
農
林
水
産
物
等
の
区
分
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）に
属
す
る
農
林
水
産
物
等
若
し
く
は
こ
れ
を
主
な
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
加
工
さ

れ
た
農
林
水
産
物
等
又
は
こ
れ
ら
の
包
装
等
に
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
表
示
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
を
主
な
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
加
工
さ
れ
た
農

林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
表
示
を

付
す
る
場
合

二

第
六
条
の
登
録
の
日
（
当
該
登
録
に
係
る
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
第
十
六
条
第
一
項

の
変
更
の
登
録
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
登
録
の
日
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）前

の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
登
録
商
標
（
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定

す
る
登
録
商
標
を
い
う
。以
下
同
じ
。）に
係
る
商
標
権
者
そ
の
他
同
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
登
録
商
標
の
使
用（
同

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
使
用
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
す
る
権
利
を
有
す
る

者
が
、
そ
の
商
標
登
録
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
商
品

又
は
役
務
を
い
う
。）に
つ
い
て
当
該
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合

三

登
録
の
日
前
か
ら
商
標
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
者
が
、
当

該
権
利
に
係
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
権
利
に
係
る
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を

除
く
。）

四

登
録
の
日
前
か
ら
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
、
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
そ
の
他
の
不
正
の
目
的
で
な
く
登

録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
が
属
す
る
区
分
に
属
す
る
農
林
水
産
物
等
若
し
く
は
そ
の
包
装
等
に
当
該
特
定
農

林
水
産
物
等
に
係
る
地
理
的
表
示
と
同
一
の
名
称
の
表
示
若
し
く
は
こ
れ
に
類
似
す
る
表
示
を
付
し
て
い
た
者
及

び
そ
の
業
務
を
承
継
し
た
者
が
継
続
し
て
当
該
農
林
水
産
物
等
若
し
く
は
そ
の
包
装
等
に
こ
れ
ら
の
表
示
を
付
す

る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
当
該
農
林
水
産
物
等
（
こ
れ
ら
の
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
又
は
そ
の
包
装
等
に
こ

れ
ら
の
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）を
直
接
若
し
く
は
間
接
に
譲
り
受
け
た
者
が
当
該
農
林
水
産
物
等
若
し

く
は
そ
の
包
装
等
に
こ
れ
ら
の
表
示
を
付
す
る
場
合

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合

（
登
録
標
章
）

第
四
条

登
録
生
産
者
団
体
の
構
成
員
た
る
生
産
業
者
は
、
前
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
登
録
に
係
る
特
定
農
林

水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
地
理
的
表
示
を
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に

登
録
標
章
（
地
理
的
表
示
が
登
録
に
係
る
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
表
示
で
あ
る
旨
の
標
章
で
あ
っ
て
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
項
後
段
に
規
定
す
る
者
に
つ
い

て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
も
、
農
林
水
産
物
等
又
は
そ
の
包
装
等
に
登
録
標
章
又
は
こ
れ
に
類
似

す
る
標
章
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
八
十
四
号

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
（
第
三
条
e

第
五
条
）

第
三
章

登
録
（
第
六
条
e

第
二
十
二
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
三
条
e

第
二
十
七
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
八
条
e

第
三
十
二
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ｃ
の
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の

側
面
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
き
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特

定
農
林
水
産
物
等
の
生
産
業
者
の
利
益
の
保
護
を
図
り
、
も
っ
て
農
林
水
産
業
及
び
そ
の
関
連
産
業
の
発
展
に
寄
与

し
、
併
せ
て
需
要
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
農
林
水
産
物
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。
た
だ
し
、
酒
税
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
酒
類
並
び
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
化
粧
品
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等

製
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

一

農
林
水
産
物
（
食
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

二

飲
食
料
品
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

三

農
林
水
産
物
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の

四

農
林
水
産
物
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
（
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）で

あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
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